
小樽市緊急生活支援給付金（住民税非課税世帯に対する３万円給付） 

給付事業について 

 

電力・ガス・食料品等の価格高騰が続く中、国において令和５年３月に閣議決定された低所得世

帯支援のため住民税非課税世帯を対象に１世帯当たり３万円を給付することとされたもので、本市

においても、下記のとおり緊急生活支援給付金として支給いたします。 

１ 内 容                                                        

（１）住民税非課税世帯（対象児童見込：約 24,000 世帯） 

 （支給要件）令和 5 年 6 月 1 日時点で小樽市に住民登録があり、世帯全員の令和 5 年度住民税

が非課税である世帯 

支給対象者 申請手続 支給時期等 

① 世帯全員が支給要件を満たし、かつ世帯

全員が令和 5 年 1 月 1 日時点で小樽市に

住民登録があった場合 

市から確認書をお送

りいたします。 

７月中旬 確認書発送 

⇒返送を受けた後、 

順次支給予定 

② 世帯全員が支給要件を満たしているが、

令和 5 年 1 月 2 日以降に転入した世帯員

がいる場合 

世帯からの申出を

受けて申請書をお

送りします 

7 月中旬から申請受付開始 

以後 順次支給予定 

 

申請期限：R5.9.30（土） 

郵送の場合、当日消印有効 

 

２ 給付額                                                        

１世帯当たり３万円 

 

３ 申請手続等についての問合せ                                                        

 ○ 小樽市給付金事務センター（担当：福祉保険部福祉総合相談室） 

   ※給付金事務センターについては、電話問合せ及び給付事務対応のため庁外に設置しており

ますので市役所に窓口はありません。 

 ○ 電話番号：０５０－３６６６－５５４０（給付金専用電話） 

 ○ 受付時間：９時から１８時まで 

（７月、８月は土・日・祝日も対応します。９月以降は土・日・祝日を除きます。） 

令和５年６月３０日 

市長定例記者会見資料 


